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会議次第

１．開会

２．市民憲章唱和

３．会議録署名委員の指名

４．議事

なし

５．報告事項

（１） 教職員の不祥事にかかる経過説明について

（２） 平成２９年鶴岡地域成人式の開催について

（３） 藤沢周平没後２０年特別企画展の開催について

（４） 臨時代理処理事項の報告について

（５） その他

６．閉会
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開    会（午後３時００分）

教育長 ただ今から１２月の定例教育委員会を開会する。最初に市民憲章唱和

を行う。

（スポーツ課長が先唱し、市民憲章唱和）

教育長 会議録署名委員は、３番委員にお願いする。

本日は議事の予定がないので、報告事項に入る。はじめに、教職員の

不祥事にかかる経過説明について、事務局より説明をお願いする

学校教育課長 １１月１８日に発生した教職員の不祥事について、経過説明をさせて

いただく。１８日夕方、児童、保護者が来校し、トイレにカメラのよう

なものがあったということで、子どもが不安を訴えているという相談が

あり、今回の教諭に確認したところ、本人の物であることを認めたため、

警察に通報し、１９日土曜日午前５時４１分逮捕となったものである。

同日午後３時から教育委員会において記者会見を行い、学校では２０日

日曜日午後５時から緊急保護者会、引き続いて緊急の学年会を開催した。

児童の登校日である２１日月曜日は、全校朝会、引き続いて学年集会で

今回の事案について児童への説明が行われたが、子ども達はしっかりと

した態度で臨んでいた。

教育委員会の対応としては、児童の登校初日ということで、指導主事

８名が学校の中や校外で登校の様子等の見守りを行った。また、スクー

ルカウンセラー２名を配置したほか、女性の指導主事が当該学級にずっ

と付き添いを続け、当該学級の児童は全員出席しているところである。

その他には、初日にカウンセラーが当該学級の児童全員と個別面談を行

っており、県のカウンセラーとも連携をとりながら、カウンセリングの

計画を立てて、現在に至っているところである。２２日には、該当学級

以外の学年児童全員との個別面談を行い、長期的なカウンセリングの必

要があると判断された児童については、医療機関との連携も図りながら、

できるだけ早く通常の生活に戻れるように対応している。また、１１月

１８日の発生後、１２月まで毎日欠席状況の報告をいただいていたが、

今回の事案での欠席はおらず、日々気持ちが安定してきているとの報告

が出ている。１２月２日にはフリー参観日があり、該当学級も元気に授

業を受けていた。また、その後の該当学級の保護者会では、子ども達の

様子を保護者の皆様に伝えたところである。２２日には、臨時の招集校

長会議を開催し、「教職員の綱紀保持について」という通知を示させてい

ただき、大きく５点について教育長から訓示をしたところである。さら

に、議会開催中ということもあり、２１日の議会の全員協議会で教育長
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が謝罪及び説明をし、２９日の総括質問、１２月１日の一般質問の答弁

でも説明をしたところである。本人は、１２月９日に建造物侵入と児童

買春ポルノ禁止法違反（製造）で略式起訴、同日の略式命令を受け、罰

金５０万円を納付している。

教育長 この件について、何か質問あるか。

４番委員 担任を持っていた先生だったと伺ったが、学校側としては、どのよう

に対応したのか。

学校教育課長 該当校に女性のベテラン教員がおり、すぐに２１日から担任として、

ケアをしている。子ども達からも大変信頼されている先生で、子ども達

の様子をキチンと把握しながらやっており、引き続き今年度の学級担任

として計画されている。

教育長 この件について、他に質問あるか。では次に、平成２９年鶴岡地域成

人式の開催について、事務局より説明をお願いする。

社会教育課長 お手元に資料をお配りしているが、平成２９年鶴岡地域成人式の開催

要項について、ご報告申し上げる。開催期日は、来年１月８日日曜日、

三連休の中日となり、会場はグランドエルサンである。文化会館工事中

ということもあり、これまでグランドエルサンで開催してきたが、本年

が最後の開催となる。また、鶴岡地域単独での開催も今回が最後という

ことで、来年度は鶴岡市全市統一となる。今回の対象者は、平成８年４

月２日から平成９年４月１日生まれの市内在住の方で、鶴岡在住の１５

才当時の人数からすると、９４０人が対象となる。該当者については、

既にハガキでご案内をしている。教育委員の皆様には、毎年ご出席をい

ただいており、正月はじめのお忙しい時期とは思うが、ぜひご出席下さ

るようお願いするものである。

教育長 この件について、何か質問あるか。では次に、藤沢周平没後２０年特

別企画展の開催について、事務局より説明をお願いする。

藤沢周平記念

館長

年明けから開催する「藤沢周平没後２０年特別企画展」について、ご

案内させていただく。藤沢周平氏が平成９年に亡くなられて、来年１月

２６日で没後２０年を迎える。この節目の年を迎えるにあたり、記念館

では、「藤沢作品の世界」と題した没後２０年特別企画展を平成２９年１

月５日から１１月２８日までを会期として開催する。

企画展では藤沢作品の豊潤多彩な魅力について、各界を代表する方々

が著した言葉とともに紹介する。さらに読者を惹き付けて止まない、現

代にも通じる心に響く世界観を藤沢作品の文庫、表紙画を数多く手がけ

られている蓬田やすひろ様の絵も使わせていただきながら紹介する。そ

して、展示内容を抄録する図録には、特別寄稿として作家の宮部みゆき
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様から「藤沢ミステリーの魅力」と題して執筆していただいた。これは、

図録でしか見られない作品となるので必見である。この他に、没後２０

年記念事業として、映画テレビドラマなど映像化された作品を紹介する

没後２０年記念誌「藤沢周平映像の世界」も年明けに販売する。こちら

には、ドラマ制作に携わったプロデューサーの石井ふく子様や、映画ド

ラマに出演された東山紀之さん、宮崎美子さんなどのインタビュー、寄

稿を通して、藤沢さんのお人柄や作品の魅力について語っていただいて

いる。作品世界をより豊かに味わいを深めていただく良い機会になると

思うので、ぜひご来館いただきたい。また、教育委員の皆様には図録、

記念誌ともお送りさせていただくので、ぜひご覧いただき、知人、友人

の方々にご紹介下さるよう、よろしくお願い申し上げる。また、現在、

市役所１階ロビーに館外展示として、「藤沢作品に描かれた庄内の食」と

いうことで展示を行っており、６月には、春から秋にかけての郷土料理、

ワラビたたきとか、ミョウガのかす漬けみたいなものをパネル展示した

が、今回は、冬のハタハタの田楽とか湯上げとか寒だら汁とか、作品に

も出てくる郷土食のパネル展示をやっているので、こちらも合わせてご

覧いただければと思う。

教育長 この件について、何か質問あるか。では次に、臨時代理処理事項の報告に

ついて、事務局より説明をお願いする。

参事兼管理

課長

臨時代理処理事項の報告について、ご説明申し上げる。明日１６日に

最終日を迎える本市議会１２月定例会において、議案が追加提案される

こととなり、昨日１４日に議会運営委員会に提案されたところであるが、

それに先立ち、市長より提案予定の議案に関して教育委員会に関する部

分があったことから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９

条の規定に基づき、教育委員会の意見を求められたところである。ただ、

日程的に教育委員会を招集するいとまがないと判断されたことから、教

育長に対する事務委任規則第１条第２項の規定に基づき、教育長におい

て同意させていただいたので、本日の会議に報告し、承認をお願いする

ものである。

それでは、その内容について説明申し上げる。お手元の資料の３枚目

にある議案の内容は、条例の改正である。鶴岡市職員の勤務時間休暇等

に関する条例等の一部改正ということで、この中に教育委員会に関する

部分があり、今回同意を求められたものである。この条例改正の内容と

しては、今般、働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進め

るという趣旨に基づき、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児

休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が改



- 4 -

正され、それに伴って関連する本市の条例の改正が必要となったもので

ある。この法律改正の内容、趣旨としては、育児休業等の対象となる範

囲の見直しであるとか、介護時間の設定であるとか、いろいろ含まれて

いるものであるが、それぞれに関する条例の規定が整備されたものであ

る。今回の条例の改正方式としては、一つの改正条例を用いて、複数の

条例を改正するものであり、１ページ目をご覧いただくと、第１条で鶴

岡市職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部改正が載せられている。

３ページ目には、第３条として鶴岡市職員の育児休業等に関する条例の

改正、さらに４ページ目には、鶴岡市企業職員の給与の種類及び基準に

関する条例の一部改正があり、第６条で鶴岡市教育委員会教育長の休日

及び休暇に関する条例の一部改正が行われたところである。これをもっ

て教育委員会の関係部分ということであるが、その内容については、最

後に新旧対象表をつけている。内容は、第３条第１項中の字句に追加す

るものであり、教育長の休暇はこれまで年次有給休暇、病気休暇、特別

休暇及び介護休暇とされていたが、これに新たに介護時間を加えるとい

う改正である。介護時間とは３年の期間内という制限はあるが、家族の

介護のために１日につき２時間の範囲内で勤務しないことができるとい

う趣旨の内容であり、以上の内容で条例改正を行うものである。以上ご

報告申し上げるとともに、ご承認いただきたく、宜しくお願い申し上げ

る。

教育長 この件について、質問、意見等はないか。なければ承認してよろしいか。

各委員 異議なし。

教育長 異議なしとしてただいまの件は承認された。他に報告事項はあるか。

スポーツ課長 スポーツ課から２点ご報告申し上げる。１点目は、東京オリンピック・

パラリンピックに関する第３次申請において、モルドバ共和国を鶴岡市

では申請したが、１２月９日に正式発表があり、相手国としてドイツと

モルドバ共和国の２か国を認定していただいたものである。それから、

２点目として、鳥インフルエンザが現在山形県を除いた隣接３県に発生

しており、農政課から相談があったものであるが、鶴岡市の養鶏農家は、

２万～３万羽クラスと、千～２千羽クラスに別れており、仮に鶴岡市の

万羽クラスの場所で鳥インフルエンザが発生した場合は、対策隊が集合

して着替えたりするということで、面積 1,500 平米くらいの大きな建物

が必要であり、その面積になると体育館しかないとの相談をいただいた。

駐車場も当然必要になるわけで、小真木の体育館あるいは武道館になる

と、影響する市民が非常に多いことから、鶴岡市藤島体育館と羽黒体育

館の二つの体育館を使用することで、現在農政課と協議を進めており、
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こういう場合はこの施設を使うという計画を農政課で策定している状況

である。仮に万羽クラスのところで発生した場合は、藤島か羽黒の体育

館を対策本部にすることになるし、千羽～２千羽クラスだと近くのコミ

ュニティセンターあるいは、小真木の陸上競技場の冬季走路でも一応可

能ではないかという話をしている。具体的にまだ、どこかで発生したと

いうことではないが、農政課で対策計画を立てた段階では、直ちに市民

の方々に周知を図り、体育館の利用を控えている方々からご理解を願う

という対応を取りたいと考えている。仮にもし体育館で、影響を受ける

とすれば、藤島と羽黒のどちらかを使っている人たちに多少なりとも影

響が出る可能性があるということである。この２点について、ご報告申

し上げる。

教育長 万羽クラスになったら、どのくらいの期間が想定されるのか。

スポーツ課長 千羽でも万羽でもだいたい 1 週間と聞いている。焼却ではなく埋める

そうで、土地は養鶏場の敷地があればその中に、それで足りないとすれ

ば、市もしくは県の敷地に埋めるという計画だそうである。対策は全て

県が主導して行うということで、かかった経費は、後ほど県から交付金

という形で市の方に入ってくるということである。

教育長 この件について、何か質問あるか。他に報告事項はあるか。

社会教育課

文化主幹

第１１回鶴岡市芸術祭について、ご報告申し上げる。今年度の鶴岡市

芸術祭は８月２７日に開幕し、１２月４日の鶴岡吹奏楽団定期演奏会ま

での約３カ月間の間に４５の参加公演をいただき、無事終了することが

できた。今回の芸術祭賞については、本日午前中に開催された鶴岡市芸

術文化協会の理事会において、資料に記載のとおり大賞１件、準大賞１

件、優秀賞６件の各賞が決定したところである。授賞式は、１２月２３

日金曜日祝日であるが、午後２時から第一ホテルでの開催を予定してい

る「閉幕のつどい」の席で、教育長より授与していただくことになって

いる。教育委員の皆様には、年末でなにかとお忙しいとは思われるが、

ぜひご臨席賜るようお願いする。

教育長 この件について、何か質問あるか。他に報告事項はあるか。

中央公民館長 お手元に新春文化展のご案内をさせていただいた。平成２９年１月１

４日土曜日から１８日木曜日まで、中央公民館大視聴覚室で、市民の製

作作品を展示するとともに、作品の鑑賞を通じての交流の場の提供とい

うことで、鶴岡市中央公民館の新春を迎えての雰囲気づくりの一環とし

て実施するものである。教育委員の皆様にもぜひご覧いただきたくご案

内申し上げる。

教育長 他に報告事項はないか。ないようなので、これをもって１２月の定例
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教育委員会を終了とする。

閉  会  (午後３時２４分)

鶴岡市教育委員会会議規則第１６条の規定によりここに署名する。

鶴岡市教育委員会教育長

鶴岡市教育委員会委員


